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A4（タテ）
●展開サイズ 210×297mm

210mm

★ フチ無し印刷をご希望の場合は、外側の青い線まで色や写真を配置して
ください。
★ 透過性や半透明、パターンなどは正常に変換出来ない場合があります。
★ 用紙サイズや余白、トンボなどは、変更・移動されないようお願いいたし
ます。

県内に事業所を有する中小企業者等

1. 令和７年４月１日以降、従業員1名につき、令和７年３月31日までの直近支給額と比較し

て５％以上賃金を引き上げること。

１ヶ月以上の支給実績があること。
また、引き上げ後の賃金を１年間継続する見込みがあること。

2. 企業内男女間格差の是正に繋がる処遇改善取組事項（1）～（4）のうち、いずれか１つ以上

に取り組むこと。

令和７年５月26日（月）～令和８年１月30日（金）
※支援金の申請受付は先着順です。予算額に達した場合は、申請受付期間中でも受付を終了します。

お問い合わせ

とちぎ賃上げ加速・定着支援金事務局
TEL：028-666-7111
受付時間：月曜日～金曜日（土日祝日・年末年始を除く）９時～17時

詳しくは

とちぎ賃上げ加速・定着支援金

栃木県内の中小企業・個人事業主の皆さまへ

栃木県では、5％以上の賃上げと企業内男女間格差の是正に取り組む中小企業者等を対象に

（1）女性の管理職比率の改善

（2）非正規の正規化

（女性の職種・雇用形態転換の実績）

（3）法令を上回る短時間勤務制度の導入・拡充

栃木県産業労働観光部労働政策課

栃木県内における週の所定労働時間が20時間以上の従業員 ※正規・非正規問いません。

（4）女性活躍推進法に基づく情報公開（3項目以上）

・管理職に占める女性労働者の割合（必須）

・男女の賃金差異（必須）

・採用した労働者に占める女性労働者の割合、

 労働者に占める女性労働者の割合等から1つ以上

▲支援金HP

支 給 対 象 者

主な要件（1かつ2）

賃上げ対象従業員の範囲

※とちぎ賃上げ加速・定着支援金事務局は、県が設置し、株式会社TMC経営支援センターが受託・運営しております。

受 付 期 間

申 請 方 法 支援金専用ホームページからのインターネット申請又は郵送申請
※インターネット申請は郵送申請よりもスムーズで早期の支給が見込まれます。
ぜひインターネット申請をご利用ください。

従 業 員
一人あたり５ 1001 企 業

あ た り万円 最大 万円を支給します

と ち ぎ

賃上げ加速・定着支援金のご案内

https://tochigi-chinage.pref.tochigi.lg.jp



支援金の申請について
申請にあたっては、必ず支援金専用ホームページや申請要領をご確認ください。

①「とちぎ賃上げ加速・定着支援金支給申請書」（様式１）

②賃上げ実施従業員一覧（様式２） 

③法人：履歴事項全部証明書

個人事業主：確定申告書の写し又は開業届の写し

④賃上げ実施従業員に係る労働条件通知書の写し

又は雇用契約書の写し

⑤賃金台帳の写し（賃金改定月及び３月までの直近支給分）

⑥企業内男女間格差の是正に繋がる取組状況を明らかにする

書類（詳しくは支援金専用ホームページをご確認ください。）

⑦振込を受ける金融機関の通帳の写し

⑧その他知事が必要と認める書類

(1) 次に掲げるもの全てに該当する法人
ア 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に
規定する中小企業者の範囲で事業を営む者であって、法人
税法（昭和40年法律第34号）第２条に規定する法人のうち、
公益法人等、協同組合等及び普通法人に該当する者である
こと。
ただし、次の（ア）から（オ）に該当する者は除く。
（ア）構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とする
もの（同窓会、同好会等）

（イ）特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福
利厚生、相互救済等を主目的とするもの

（ウ）特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの（後援会
等）

（エ）栃木県が設立した法人
（オ）法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体、運営費の大
半を公的機関から得ている法人

イ 県内に本社又は主たる事業所がある、若しくは支店・営業
所等の事業所が県内にあること。ただし、県内で営業実態が
なく、法人住民税が免税されている場合を除く。

ウ 県内の事業所に常時使用する従業員を１人以上かつ
６ヶ月以上雇用していること。

エ 栃木県の税金（個人県民税及び地方消費税を除く。）に
未納がないこと。

オ 過去５年間に重大な法令違反等がないこと。
カ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
（昭和23年法律第122号）第２条第５項に規定する「性
風俗関連特殊営業」を行っていないこと。

キ 栃木県暴力団排除条例（平成22年栃木県条例第30
号）に規定する暴力団又は暴力団構成員等に該当する
者ではないこと。

ク 会社更生法（平成14年法律第154号）、民事再生法（平
成11年法律第225号）等に基づく再生又は再生手続き
を行っている者ではないこと。

(2)次に掲げるもの全てに該当する個人事業主
ア 栃木県内の管轄税務署へ開業届を提出していること。
イ 中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者の
範囲で事業を営む者であって、上記（1）ウからクまでの
要件全てに該当する者。

【中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者の範囲】

業 種
中小企業者（下記のいずれかを満たす者） 小規模企業者

資本金額または出資額 常時使用する従業員の数 常時使用する従業員の数

製造業、建設業、運輸業、その他の業種 3億円以下 300人以下 20人以下

卸売業 1億円以下 100人以下 5人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下 5人以下

小売業 5,000万円以下 50人以下 5人以下

ホームページからの場合

支援金HPに
アクセス

提出書類を添付 申請完了

郵送の場合

申請用紙に
必要事項を記入

〒320-0075 栃木県宇都宮市宝木本町 1141
「とちぎ賃上げ加速・定着支援金事務局」宛てに書類を同封し郵送
※「簡易書留」「レターパック」等の郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。

フォームに必要事項を入力
支給まで

おおよそ4週間

申請完了

申 請 方 法

支給対象事業者

必 要 書 類

※支給までの期間は、申請書類の不備等の状況や申請状況によって、さらに期間を要する場合がありますので、予めご了承ください。

支給まで
おおよそ5週間
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